
JF マリンバンクは漁業と地域の暮らしをサポートする金融機関です。

静岡信漁連

ご利用いただける方
お取り扱い期間

対象商品
対象となる資金
お預け入れ金額
お預け入れ期間

募集総額

適用金利

その他

個人のお客さま
平成 28 年 9 月 1 日（木）～平成 28 年 9 月 30 日（金）
スーパー定期・スーパー定期３００・大口定期
新たに本会へ定期貯金としてお預入れいただいた資金
１０万円以上
1年（自動継続扱い）
30億円  ※募集総額を満たした場合には取扱を終了させていただきます。
お預け入れ日の店頭表示金利に＋年0.3％
※満期継続後の適用金利は継続日当日の店頭表示金利となります。
※中途解約される場合には、所定の中途解約利率が適用されます。

○ATMでのお取扱いは対象外とさせていただきます。
〇他の優遇金利との併用はできません。
○貯金保険制度の対象であり、貯金保険の範囲内で保護されます。
○お利息には、20％（国税15％、地方税5％）の税金がかかります。
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われるお利息には、所得税額に対し復興特別所得税として
0.315％が課せられるため、20.315％（国税15.315％、地方税5％）の税金がかかります。また、法人のお客様は平成25年
度税制改正により、平成28年１月１日から法人に係る利子割（金融機関がお支払する預金利息等から特別徴収する地方税
５％）が廃止されましたので、15.315%の税金となります。
○取扱期間内でも諸事情により条件を変更させていただく場合がございます。

平成28年8月25日現在

　　平成28年
9月1日木▶9月30日金
　　平成28年
9月1日木▶9月30日金

0.3％（年）
店頭表示金利+

マリン定期貯金マリン定期貯金
新規10万円以上のお預け入れで新規10万円以上のお預け入れで

期間
限定

マイナス金
利

への挑戦
マイナス金

利

への挑戦
緊急特別キャンペーン第2弾！

新業 務部 誕生 記念緊急特別キャンペーン第2弾！

新業 務部 誕生 記念



《 詳しくは、お近くの店頭窓口、またはお電話でお問い合わせ下さい。 》
〈静岡県中部〉
本所業務部 静岡県焼津市本町1-7-1 054-629-8682
大井川出張所 静岡県焼津市高新田2445-17 054-622-0115
焼津支所 静岡県焼津市本町1-7-1 054-628-7114
由比支所 静岡県静岡市清水区蒲原小金219-7 054-388-2233
〈静岡県西部〉
御前崎支所 静岡県御前崎市港6131 0548-63-0395
浜名支所 静岡県浜松市西区舞阪町舞阪2119-19 053-597-0540

〈静岡県東部〉
下田支所 静岡県下田市2丁目12-28 0558-22-1840
南伊豆出張所 静岡県賀茂郡南伊豆町手石948-1 0558-62-7009
伊豆伊東支所 静岡県伊東市新井1-7-8 0557-36-8413
西伊豆支所 静岡県賀茂郡西伊豆町田子1603-24 0558-53-2707
沼津支所 静岡県沼津市戸田523-9 0558-97-5985
静浦出張所 静岡県沼津市獅子浜243-1 055-931-3038

平成28年8月25日現在

Ｑ１．

Ａ１．

「ＪＦマリンバンク 静岡信漁連」って何ですか？

静岡信漁連は、静岡県信用漁業協同組合連合会
の略称です。
ＪＦマリンバンクとは、貯金やローンなど信用事
業を行う全国の漁協・水産加工協・信漁連・農林
中央金庫で構成するグループの総称です。
JFマリンバンク静岡信漁連は静岡県下の漁協
組合員と地域の皆さまを中心に貯金、ローンな
どの金融業務を行っています。

Ｑ２．

Ａ２．

誰でも利用できますか？

ＪＦマリンバンク静岡信漁連はどなたでもご利用いただけます。
一定の手続きをお取りいただくことにより、貯金・振込のご利用はもちろん各種
年金の受け取り等ができます。
静岡信漁連のキャッシュカードは、「MICS全国キャッシュサービス」に加入の提携
金融機関や、コンビニエンスストア（セブンイレブン・ローソン他）、ゆうちょ銀行
等のATMでも御利用頂けます。

●キャッシュバックサービス
静岡信漁連で発行したキャッシュカードによるご利用の場合、入金出金時にお支払い
いただいた所定の手数料を翌月ご利用口座にキャッシュバック（返金）いたします。

Ｑ３．

Ａ３．

「JFマリンバンク貯金」は安心ですか？

２つのセーフティネットによりお客様の貯金が守られます。
JFマリンバンク静岡信漁連 自己資本比率は16.68％（H27.9末）です。

ＪＦグループ

漁協組合員
および

地域の皆さま

JFマリンバンク
静岡信漁連

農林
中央金庫

① 貯金保険制度

貯金者を保護するための国の公的な制度です。

貯金保険制度は農水産業協同組合保険法に基づき、漁
協・信漁連が、万が一経営破綻し貯金の払戻しができな
くなった場合等に、貯金を、一定の範囲で保護する制度
であり、貯金保険機構により運営されています。

② ＪＦマリンバンク 安心システム

ＪＦマリンバンク独自の取り組みです。

ＪＦマリンバンク安心システムは、平成15年１月施行の
「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信
用事業の再編及び強化に関する法律」に基づき、
経営に問題のある漁協等を早期に発見改善することで、
経営破綻を未然に防止する仕組みとして構築されたシ
ステムです。

静岡信漁連
http://www.jf-sizusingyo.com/


